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1 本見積書提出依頼は別添オープンカウンター方式試行要領に基づいて

実施するものです。

2 見積書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって契約価格とするので、契約申込者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の１０８分の１００に相当する金額（税抜）を見積書に記載して下さい。

3 見積金額については、仕様書に基づく総価を記載して下さい。

4 完成払とします。

5 適法な請求書を受理した日から４０日以内の支払いとします。なお、見積書及び

請求書に支払条件として「適法な請求書を受理した日から４０日以内の支払い」

の旨明記して下さい。

6 契約書又は請書の作成の要否：　要

7 契約保証金の要否：　要

8 見積書の件名を上記の件名と合わせてください。

9 宛名は「分任支出負担行為担当官　沖縄総合事務局平良港湾事務所長

林　輝幸」とご記入ください。

10 見積書は任意様式でご提出願います。（原本の提出をお願いします。）

11 日付欄には、見積書の提出日をご記入ください。

12 見積書には代表者の記名・押印をお願いします。（社印のみは無効とします）

13 落札結果は、提出期限日に、落札者へのみ電話にてお知らせ致します。

14 仕様書等に関しての質問等については、上記担当者にお願い致します。

担当

（平成３０年１１月２０日）見積書提出依頼

沖縄総合事務局　平良港湾事務所　総務課

平良港湾事務所宿舎修繕工事

契約締結の翌日から平成３１年１月３１日までとする

別紙のとおり

平成３０年１１月２７日　１３時３０分

沖縄総合事務局　平良港湾事務所　総務課

総務係　友利
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１．概 要

本件は、平良港湾事務所宿舎の修繕を行うものである。

２．施工場所

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根 159 職員宿舎 1、2、3、4 号棟

３．工  期

契約締結の翌日から平成３１年１月３１日までとする。

なお、工期中における日曜日、祝日、全土曜日及び年末年始休暇は休日として設定している。

４．修繕内容

工   種 規格・形状寸法 単位 数量 参考数量 備  考

東仲宗根宿舎

庇工事

既設基礎撤去

  工事資材

    柱

  梁

垂木

左右エンドカバー

正面カバー

ポリカボネート波板（透明）

  波締め金具

アルミ FB

    雨樋

その他金物

ｱﾙﾐ□65*65*t3.0 L4000

ｱﾙﾐ□35*52*t3.0 L4000

ｱﾙﾐﾁｬﾝﾈﾙ 40*43*t3.0 L4000

ｱﾙﾐ 120*30*45*t3.0 L3000

ｱﾙﾐﾁｬﾝﾈﾙ 120*20**48.5*t3.0 L3000

大波 10 尺

SUS フックボルト

25 t3.0 L3000

塩ビ管外径 48 縦樋 3m

SUS アンカーボルト M10

SUS ボルト M10*150

箇所

式

3.0

1.0

3.0 本

7.0 本

8.0 本

2.0 本

3.0 本

4.0 枚

110.0 個

10.0 本

1.0 本

18.0 本

115.0 本

3 号棟

水道（給排水）工事

万能ホーム水栓

排水金具

  置きブロック

  配管資材

洗面器排水 P ﾄﾗｯﾌﾟ交換

  大便器詰まり修繕

  雨水縦樋固定金具補修

32mmP ﾄﾗｯﾌﾟ T6Y

120×900×100(130)

VU 100A

個

個

個

式

個

箇所

箇所

4.0

1.0

60.0

1.0

1.0

1.0

1.0

KVK K11

26.9kg/個程度

ビス、ボンド類

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管：1m

1 号棟(1～4)

1 号棟(1～4)

1 号棟(1～4)

1 号棟(1～4)

1 号棟-3

1 号棟-3

1 号棟-2

塗装工事

給水栓 BOX

防錆処理

塗装

開き戸丁番金具取替

第２種ケレン

常温亜鉛メッキ

OP 塗装仕上(白)半ﾂﾔ

SUS

箇所

箇所

箇所

個

4.0

4.0

4.0

8.0

亜鉛含有率 96％

1 号棟(1～4)

1 号棟(1～4)

1 号棟(1～4)

1 号棟(1～4)
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電気工事

合成樹脂管

  アングル金物

SV ケーブル

防雨タイプ

ビス類含む

ｍ

式

ｍ

10.0

1.0

12.0

2、3 号棟

５．検  査

本特記仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。

６．工事仕様

  6-1.庇工事

       1)台風などの強風より波板が飛散しないよう強固に固定するものとする。

   使用材料については使用に先立ち商品カタログ等を提出し監督職員と調整を行うものと

する。

    6-2.水道（給排水）工事

  1)１号棟（1～4）のベランダに給水管を増設するものとする。

  2)１号棟３の便器修繕は排水がスムーズに行えるよう清掃等行うものとする。

3)１号棟２のベランダ雨水縦樋は固定金具が腐食して外れている。樋の役割を果たせるよ

う適切な方法で、しっかりと固定するものとする。

  6-3.塗装工事

       1)１号棟各部屋入り口に設置されている給水栓 BOX は錆、腐食が著しいことからケレン後、

   防錆処理、塗装等を行うものとする。なお、防錆処理及び使用する塗装材については商品

   カタログ等を提出し監督職員と調整を行うものものとする。

6-4．電気工事

1)２、３号棟の劣化している引込線の取替、切り回し修繕を行うものとする。

７．そ の 他

(1) 本件の実施時期等に当たっては、監督職員と十分に調整を行うものとする。

(2) 作業にあたっては既存の構造物に損傷を与えないよう十分留意するものとする。なお、損傷

を与えた場合は受注者の負担において原形に復旧するものとする。

(3) 本工事で発生した廃材については受注者の責任において適正に処分するものとする。

(4) 本特記仕様書に記載無き事項について疑義が生じた場合は、監督職員と協議を行う。



Ｎ

宿 舎 位 置 図

平 成 3 0 年 1 1 月

宿 舎 位 置 図

３ － １

平 良 港 湾 事 務 所 宿 舎 修 繕 工 事

図 面 番 号年 度 平 成 3 0 年 度

単 位 図 示

組 数

図 面 名 称

工 事 名

縮 尺

設 計 年 月 日

沖 縄 総 合 事 務 局 平 良 港 湾 事 務 所

全 ３ 枚

施 工 場 所
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00
0*
45
)

盛

七原

松 号

松

190

原

道

人頭税石

荷川取漁港

保

真謝漁港

平 良 港

良

加

パイナガマビ－チ

荷

西

カズラ嶺

里

下

瓦原

取

荷

道

山

川

中

取

砂山ビ－チ

S = N O S C A L E

N O S C A L E

北小学校

平良市街図

宿舎

N T T 跡 地

港湾合同庁舎

平良港湾事務所

平良市役所
北給油所



平 成 3 0 年 1 1 月

宿 舎 平 面 図

３ － ２

平 良 港 湾 事 務 所 宿 舎 修 繕 工 事

図 面 番 号年 度 平 成 3 0 年 度

単 位 －

組 数

図 面 名 称

工 事 名

縮 尺

設 計 年 月 日

沖 縄 総 合 事 務 局 平 良 港 湾 事 務 所

宿 舎 平 面 図

全 ３ 枚

N O S C A L E

4 号 棟 3 号 棟 2 号 棟

1 - 1 号 1 - 2 号 1 - 3 号 1 - 4 号

1 号 棟

凡 例

土
間

土
間

土
間

庇 設 置 箇 所

庇 設 置 箇 所

電 気 工 事 箇 所

電 気 工 事 箇 所
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押入

洗面所

浴室

玄関

台所

食堂兼居間
押入

押入

物入 ベランダ

1-1号棟 1-2号棟 1-3号棟

ベランダ

1-4号棟

物入 物入 物入

玄関

洗面所

浴室

台所

食堂兼居間

押入

押入

洗面所

浴室

玄関

台所

食堂兼居間
押入

押入

玄関

洗面所

浴室

台所

食堂兼居間

押入

和室

和室 和室

和室 和室

和室 和室

和室

ベランダ ベランダ

凡 例

宿 舎 １ 号 棟 平 面 図

年 度 平成30年度 図面番号

工事名

図面名称

縮 尺

設計年月日 平成30年 11月

単 位

組 数 全３枚

宿舎1号棟平面図

平良港湾事務所宿舎修繕工事

３－３

沖縄総合事務局 平良港湾事務所

mm

万能ホーム水栓設置箇所

洗面台排水Pトラップ交換箇所

雨水縦樋修繕箇所

便器詰まり修繕箇所

洗面器排水Pトラップ交換箇所 便器詰まり修繕箇所

雨水縦樋修繕箇所

給水栓BOX修繕箇所

給水栓BOX修繕箇所

給水栓BOX修繕箇所

万能ホーム水栓設置箇所
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平成２１年 ６月 ９日

改正 平成２１年 ９月１０日

平成２３年 ４月２０日

平成２４年１２月２５日

最終改正 平成２９年１２月２１日

内閣府沖縄総合事務局平良港湾事務所

オープンカウンター方式試行要領

（定義）

第１条 オープンカウンター方式とは、少額随意契約等において、見積書を徴する相手方

を指定することなく、一般競争の手続を簡略化して、見積合せを行い、契約の相手

方を決定する方式をいう。

（対象）

第２条 本要領は、予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第９９条第２号から

第７号までの規定に該当するものを対象とする。

ただし、庁舎の修繕等緊急の必要によりオープンカウンター方式に付すること

ができない場合、一般競争、指名競争及びインターネット公有財産売却に付すべ

きものと判断する場合、又はその他オープンカウンター方式に付することが適切

ではないと判断する場合を除く。また、平成１８年８月２５日付け財計第２０１

７号を準用して、同号一（２）①の「競争性のない随意契約によらざるを得ない

場合」及び同号一（２）の但書の「①の例示に該当しないものであってその他こ

れに準ずるものと認められるもの」を除く。

＜参考＞予算決算及び会計令（昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号）抜粋

第九十九条 会計法第二十九条の三第五項 の規定により随意契約によることができる場合は、

次に掲げる場合とする。

一（略）

二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。

四 予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき。

五 予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。

六 予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。

七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超え

ないものをするとき。

（以下略）

（参加資格）

第３条 本要領の見積合せに参加できる者は、次の各号すべてに該当する者とする。

一 予決令第７０条及び第７１条の規定を準用して、これに該当しない者

二 九州・沖縄地域において、「国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査

事務取扱要領（平成１３年１月６日付け国官会第２２号）」に基づく一般競争

参加資格の認定を受けている者、又は、履行実績等により履行能力に問題な

いと認めた者
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三 見積書の提出期限の日から契約締結又は請書受領等の日までにおいて、指

名停止を受けていない者、及び、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律第２条第２号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり指名

を行わないこととした者に該当しない者

四 内閣府沖縄総合事務局管内において、本店、支店又は営業所を有する者

ただし、管内だけでは十分な参加者が見込めないと判断した場合はこの限り

ではない。

五 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと

六 予決令第９９条第５号の規定に該当するもので、物品管理法が適用される

場合は、物品管理法第１８条の規定に該当しない者、国有財産法が適用され

る場合は、国有財産法第１６条の規定に該当しない者、並びに、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団及び警

察当局から排除要請がある者に該当しない者

（手続）

第４条 毎週火曜日又は木曜日（当日が閉庁日の場合は次の開庁日）の１３時３０分から

翌週火曜日又は木曜日（当日が閉庁日の場合は次の開庁日）の１３時３０分まで、

カウンターで仕様書等を提示すること。

なお、当分の間、希望があれば仕様書等をＦＡＸすることができる。

２ 見積書は、前項の翌週火曜日と木曜日（当日が閉庁日の場合は次の開庁日）の

１３時３０分までに、担当者に見積書を提出すること。

見積書の提出は、直接持ち込み、郵送又はＦＡＸ※とする。なお、ＦＡＸの場

合は、契約の相手方とならなかった場合でも、後日必ず見積書の正を提出する。

なお、見積合せが困難な程度に見積書が多数提出された場合は、同一の者が提

出できる見積書の件数を制限することができる。

※ ＦＡＸによる見積書提出の場合、必ず担当者にＦＡＸした旨電話連絡する。電話連絡が

ない場合、その見積書は無効とする場合があるので注意すること。

３ 見積合せは、見積書を提出した者の立会を省略する。なお、同価格の見積者が

２名以上あるときは、当該契約事務に関係のない職員にくじを引かせ決定する。

＜予決令第８１条の規定は準用せず。沖縄総合事務局開発建設部随意契約見積心得（昭和５４年４月１日開

管理第４６９号。以下「心得」という。）第４条参照＞

４ 見積合せの結果は、契約の相手方となるべき者のみに通知し、他の見積書を提

出した者への通知は省略する。

５ 予決令第９９条第３号の規定に該当するものは、見積合せ後に内訳書を提出し

なければならない。

６ オープンカウンター方式に付しても見積書の提出がなかった場合等は、予決令

第９９条の２及び第９９条の３の規定を準用して、見積を行う。

＜心得第５条参照＞

（見積書の無効）

第５条 次の各号の一に該当する見積は無効とする。
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一 見積に参加する資格を有しない者のした見積

二 委任状を持参しない代理人のした見積

三 記名押印を欠く見積

四 金額を訂正した見積

五 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である見積

六 明らかに連合によると認められる見積

七 同一事項の見積について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をし

た者の見積

八 その他見積に関する条件に違反した見積

＜心得第３条参照＞

（結果の閲覧等）

第６条 入札調書類の作成は省略し、また、入札調書類の閲覧も省略する。

２ 見積合せの結果は、担当者に希望すれば見積書等の関係書類の閲覧をすること

ができる。ただし、印影等の保護のため、デジタルカメラの撮影等を認めない。

３ 見積書等の関係書類を提出した者は、前項の閲覧に同意したものとみなす。

（その他）

第７条 その他の手続については、一般競争の手続を簡略化して準用するものとする。
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